
マスタ締日変更時の運用 ふくろう販売管理システム

運用途中で得意先マスタの請求締日を変更した場合、そのままレンタル継続処理すると以下の問題が発生します。

【問題点】

例）　毎月末締めの得意先が12月請求から２０日締めに変更となった場合・・・・・

①11月末請求締切⇒請求書発行

11月末までは締日変更前となるため、以下のように請求書発行されます。

②得意先登録で締め日を９９から２０に変更

③12月２０日で請求締切⇒請求書発行

　11月請求後、得意先登録で２０日に変更してから請求締切すると継続レンタルは以下のように、11月２１日から計算されてしまいます。

　（本来は12月１日から計算されないといけません）
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【原因】

ふくろう販売ではデータ構造上、前月実行された締日の自動算出が困難であるため、得意先マスタの設定内容から前回締日を決定しています。

そのため、上記のように変更後の締日の前月（上記例では11月２１日）から日数計算されてしまうという問題が発生します。

※前月実行した請求締め日を自動算出しない理由

マスタの内容でなく、請求先ごとに前月の実行締め日を売上データから算出して自動計算するとした場合

請求締切処理が今以上に負荷がかかる可能性があるため実装しておりません。

【対応１】

変更前の締日（上記例では１１月末）で一旦全数返却し、再度その翌日（上記例では１２月１日）を開始日として、新規で受注登録、出荷するという手順があります。

当方式で運用が困難な場合の代替処置として、決算月日を使用する方法を対応２に説明します。

【対応２】

締日変更時、一旦返却処理して再度受注出荷することが困難である場合は、以下の方法でも対応できます。

例）　毎月末締めの得意先が12月請求から２０日締めに変更となった場合・・・・・

①11月末請求締切⇒請求書発行

11月末までは締日変更前となるため、以下のように請求書発行されます。
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②得意先登録で締め日を９９から２０に変更、同時に変更前の締め月日（当例では１１月末）を中間決算に指定。

・・・得意先登録画面で締め日を変更するときに、中間決算月日（本決算月日でも可）に変更前の締日を指定します。

　　また、中間決算（本決算でも可）の回収方法を月締と同様に指定しておきます。

決算月日を指定することで、12月２０日の締切時に自動的に前回締切日が11月末と判断され、12月１日から日数計算されます。

11月１日 11月３１日 12月１日 12月２０日

③12月20日請求締切⇒請求書発行

11月末決算をマスタで指定後に12月２０日で締切し、請求書発行すると継続レンタルは以下のように、12月１日から計算されます。

　（上記②で得意先マスタの決算月日を指定後、５月末で再度締切する必要はありません。）

④決算日指定の戻し

12月の請求確定が完了したら、②で設定した決算月日は必ず元の状態（指定なし）に戻しておいてください。

戻すのを忘れた場合、翌年の11月末に締切されてしまいます。

以上の運用にて、締め日変更時に一旦返却処理することなく、処理を継続することができます。

締日を２０に変更すると同時に中間
決算月日に直前の変更前締め日（例
の場合は１１月末）を指定します。

11月請求範囲

１１月３１日を決算日とす
ることで、１２月のレンタ
ルは１２月１日から計算

12月請求範
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